
第 2号議案

令 和 5年 度 事 業 計 画
(令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで)

1 基本方針

県連は一般社団法人として、県下単位会、青連協、女連協と連携して、公益活動を継続事業として実施す

る。 (社団化した際の「公益目的支出計画」については、令和 4年度末を以って完了した。)

また、県下各単位会の公益法人としての活動を積極的に支援する。

なお、組織・財政基盤の充実に努めるとともに、事業活動においては原点である「税」に関する活動に軸

足を置きながら諸施策に取り組む。

2 事業計画

(1)公益目的事業

イ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業

本年度も「今後の望ましい税制のあり方」を基本テーマに設定し、法人会の「公益性」をより高める

ことを意識して踏み込んだ検討を行い、中小企業の活性化に資する税制をはじめ、税制のオピニオン

リーダーとしてわが国の将来を展望した建設的な提言に努める。

(イ )県下特定法人税務研修会

(口 )税の広報活動

(ハ)税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出

(二)法人会全国大会

(ホ)全国青年の集い

(へ)全国女性フォーラム

口 地域社会への貢献を目的とする事業

単位会においては、税法・税務を中心に研修会の開催強化に努め、研修参加人員の増大を図るととも

に、令和 4年 1月 に施行された「改正電子帳簿保存法」 (2年間宥恕)への対応及び、令和 5年10月 か

ら導入される「インボイス制度」に関する研修を引き続き実施するように努める。

また、国税当局と協力し、企業の税務コンプライアンス向上に積極的に取り組む。

県連においては公益事業を推進するため、県連主催の研修会において一般にも対象を広げて案内する

とともに、単位会に対して租税教育及びインターネット・セミナー等の公益活動を支援する。

(イ )講演会

(口 )イ ンターネット・セミナー

25



ハ 広報関係

広く社会に対し、税の啓発、法人会の知名度向上、活動内容の対外的な周知、入会促進等に資する広

報活動を積極的に展開する。

このため、テレビ・ラジオCMな ど、より効果的な活動を行うとともに、ホームページの充実 。SNS

等の活用及びパブリシティの活用をより積極的に進めるとともに、単位会においては地域の特性等を活

かした広報に努める。

なお、「e―Tax」 については、引き続きその普及・利用促進に積極的に協力していくと同時に、「改正

電子帳簿保存法」及び「インボイス制度」の周知。理解に資するためにPR活動を行う。

(イ )テ レビ。ラジオCM
(口 )新聞広告

(ハ)ポスター

(二)ホ ームページ。SNS等

(2)収益、その他事業

イ 保険関係等事業

令和 4年度も新型コロナウイルス感染症拡大に伴い福利厚生制度の推進は厳 しい環境で、苦戦となっ

た。

本年度においては、アフターコロナ・ウィズコロナを念頭に、福利厚生事業の安定的な成長となるよ

う協力 3社との協調に努めながら、厚生委員会と組織委員会或いは他の委員会との連携も視野に入れな

がら、会員増強施策や福利厚生制度の充実と拡大を目指すこととする。

口 会員の拡大及び交流に資するための事業

公益性の拡大及び県連・単位会の組織基盤強化・維持を図るため、法人会員数の増強に向けて、組織

目標の設定や諸施策を実施する。

このため、引き続き役員一人一社以上の獲得を目標に入会活動の展開に努めることと同時に、「会員

増強推進月間」を10月 ～12月 の3ヶ 月と定めて、役員の率先した参画や指導のもと、新規加入の推進

を行うとともに退会防止策を講じる等、より効果的な対応策を展開する。

また、会議等の交流の場を通じて、単位会及び会員の意思疎通と情報交換を深め組織の強化を図る。

(イ )理事懇談会

(口 )その他の交流会

(ハ)各種会議等
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